
皆様の生活する上での不安や疑問を少しでも解消していただく
ための情報紙として、毎週お届けします。
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●三条市News

あぜ道などにかがり火を並べ、花火を打ち上げる「火

の祭」が、小高区の前川堤防周辺をメイン会場に開催さ

れました。

●被災自治体News

28７ 日

●NEXCO東日本

２ページをご覧ください。
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★次号の浜通り×さんじょうライフは、
８月２２日（木）お届けの予定です。
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あぜ道などにかがり火を並べ、花火を打ち上げる「火の祭」が、小高区の前川堤防周辺をメ

イン会場に開催されました。

花火の開始に合わせて、メイン会場の周囲に並べられた竹からつり下げられた布製の玉

約2,000個に火がともされました。

夕闇に点々と火の玉の明かりが浮かぶ中、2尺玉やスターマインなどの花火約4,000発が打

ち上げられ、夜空を彩りました。

28７ 日
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【風しん追加的対策】風しん抗体検査・第5期予防接種のお知らせ

8月2日HP更新

南相馬市からのお知らせ

最近の風しん流行に伴い、国の風しんの追加的対策として、公的な予防接種を受ける機

会のなかった、30代～50代の男性を対象に、公費で抗体検査と、検査の結果十分な抗体

価がないことが判明した方に予防接種を実施します。

今年度から3年間限定ですので、対象となる方は、ぜひこの機会に受けられますようお

すすめします。

風しん抗体検査の対象者

南相馬市に住民票を有する方で、昭和37年4月2日から昭和54年4月1日までの間に生

まれた男性

※ 今年度対象の方（昭和47年4月2日から昭和54年4月1日までに生まれた方）には、

クーポン券を4月末に郵送しています。

風しん第5期予防接種の対象者

上記対象者のうち、風しん抗体検査の結果、十分な量の風しん抗体がないことが判明し

た方

※ ワクチンは、麻しん風しん混合ワクチン（MRワクチン）を使用します。

料金

風しん抗体検査、予防接種どちらも無料

持参物

健康保険証、運転免許証など（住所・氏名が確認できるもの）

市が発行するクーポン券

予防接種を受ける場合、風しん抗体価が低いことが確認できる検査結果など

※ 今年度は昭和47年4月2日から昭和54年4月1日までの間に生まれた男性にクーポン

券を発行し、4月末に郵送しています。

※ クーポン券の有効期限は平成31年4月1日から令和2年3月31日までです。

※ 今年度クーポン券の送付の対象ではない方（昭和37年4月2日から昭和47年4月1の

間に生まれた男性）についても、希望の方へクーポン券を発行しますので、健康づくり課

（原町保健センター）にお問い合わせください。

次ページへ続きます
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実施回数

実施期間中

抗体検査 一人1回

予防接種 一人1回 （抗体検査の結果、十分な抗体価がないことが判明した方のみ）

実施場所

全国の各登録医療機関または事業所健診や特定健診の機会で受けることができます。

受ける前に必ず予約をしてください。

詳しくは勤務先の企業（事業所健診の方）にお問い合わせください。

登録医療機関については、厚生労働省ホームページをご覧ください。

■厚生労働省ホームページ

「風しん抗体検査・風しん第５期定期接種受託医療機関」

浜通り×さんじょうライフvol.4154

問い合わせ 健康福祉部 健康づくり課 健康企画係 0244-23-3680TEL

今週の番組 60分 ※パソコン視聴

1. オープニング&今週の番組 [2分]

2. みんな集まれ！！北泉海水浴場海開き [20分]

3. 南相馬市立原町第一小学校 ドローン・プログラミング教室 [15分]

4. 四季百景～南相馬 夏・向日葵～ [4分]

5. みなみそうま健康づくりポイントのご紹介 [7分]

6. みなみそうま見聞録～高倉文殊堂 [5分]

7. 第32回 野馬追の里健康マラソン大会 参加者募集！ [5分]

8. リクエストアワーのお知らせ [2分]

番組内容 [8/2～8/9]

0244-26-5663

（平日のみ 午前9時～午後5時）
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旧避難指示区域内の住民登録人口と居住人口の推移（7月31日現在）

8月2日HP更新

旧避難指示区域内の小高区および原町区の居住人口は、7月31日現在で4,169人とな

り、同区域内の住民登録人口（8,342人）に占める居住率は50パーセントになりました。

問い合わせ 復興企画部 被災者支援課 被災者支援係 0244-24-5223TEL

浜通り×さんじょうライフvol.415 5
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問い合わせ 復興企画部 被災者支援課 被災者支援係 0244-24-5223TEL

避難指示区域別の世帯数と人口（7月31日現在）

8月2日HP更新

浜通り×さんじょうライフvol.4156
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問い合わせ 建設部 建築住宅課 市営住宅係 0244-24-5253TEL

入居者を公募する市営住宅

優先世帯の住宅

一般世帯の住宅

• 優先世帯とは、20歳未満の子を扶養している寡婦、老人または心身障がい者などの世

帯です。

• 優先世帯以外の方は「優先世帯の住宅」に申し込みができません。

• 住宅の入居基準は、「一般世帯の住宅」と同様です。

• 詳細は、市営住宅公募要項（市公式ウェブサイトからダウンロードできます）をご覧

ください。

№ 区 住宅名 部屋番号 階数 間取り 築年数 家賃月額(円) 駐車場

1 小高 万ヶ廹団地 27-2号室 1・2階 3DK 9年 17,300～34,100 なし

2 小高 紅梅団地 D-5-2号室 1・2階 3DK 20年 18,700～36,700 あり

3 原町 仲町団地 2号棟304号室 3階 3K 45年 8,700～16,500 あり

4 原町 仲町団地 2号棟408号室 4階 3K 45年 8,700～16,500 あり

5 原町 国見町団地 1号棟401号室 4階 3K 37年 14,400～28,200 あり

6 原町 二見町団地 2号棟403号室 4階 3DK 39年 14,300～28,100 あり

7 原町 北長野団地 1号棟308号室 3階 3DK 25年 18,200～35,700 あり

8 原町 北長野団地 2号棟303号室 3階 3DK 25年 18,200～35,700 あり

市営住宅入居者募集（8月分）

8月1日HP更新

市営住宅の入居者を募集します。

入居資格や申し込み方法などについて詳細を確認の上、お申し込みください。

申込者が重複した場合は、抽選会を開催し入居者を決定します。

入居日

9月1日（日）

公募期限

８月１４日（水） ※申し込み受け付けは、土・日曜日、祝日を除く。

7浜通り×さんじょうライフvol.415 

№ 区 住宅名 部屋番号 階数 間取り 築年数 家賃月額(円) 駐車場

1 原町 北長野団地 3号棟105号室 1階 2DK 24年 15,700～30,900 あり

2 原町 北町団地 21号室 1階 2K 55年 2,800～5,500 なし
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災害公営住宅入居者募集（8月分）

8月1日HP更新

次ページへ続きます

市で整備した災害公営住宅に、東日本大震災の影響で家屋が全壊および半壊以上の判定

を受け解体した方、さらに原子力災害により避難し家屋を解体した方を対象として、空き

住戸への入居者を募集します。

募集住宅

《小高区》

《鹿島区》

《原町区》

※ 家賃については東日本大震災特別家賃低減事業により減額される場合があります。

申し込み資格

震災時点(平成23年３月11日)で南相馬市内に住所を有し、次のいずれかを満たす方

(1)東日本大震災で住宅が全壊した方または住宅が半壊以上で家屋を解体もしくは解体が

確実な方

(2)福島第一原子力発電所事故によって避難指示を受けた方で、家屋を解体もしくは解体

が確実な方

※ ただし、以下の条件に当てはまる場合は申し込みできません。

税または公営住宅の家賃の滞納がある。

世帯員に「暴力団による不当な行為の防止等に関する法律」で規定する暴力団員がい

る。

応募多数の場合は公開抽選会で入居決定しますが、申し込み資格(1)の方を優先します。

入居日

9月1日（日）

№ 住宅名 部屋番号 階数 間取り 築年数 家賃月額(円) 駐車場

2 西町団地 4号棟202号室 2・3階 4DK 6年 23,400～62,000 あり

3 西川原団地 28号室 1・2階 3DK 6年 22,100～58,500 あり

4 西川原第二団地 3号棟102号室 1階 2DK 4年 15,400～40,800 1,000円/月

№ 住宅名 部屋番号 階数 間取り 築年数 家賃月額(円) 駐車場

5 栄町団地 1号棟103号室 1階 2DK 4年 19,000～50,400 1,000円/月

6 大町西団地 103号室 1階 2DK 5年 18,200～48,200 1,000円/月

7 大町東団地 407号室 4階 2DK 6年 18,000～47,600 1,000円/月

8 萱浜団地 38号室 1階 2DK 4年 17,500～46,400 あり

№ 住宅名 部屋番号 階数 間取り 築年数 家賃月額(円) 駐車場

1 小高東町団地 14号室 1階 2DK 4年 16,500～43,900 あり

浜通り×さんじょうライフvol.4158
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申込期限

８月１４日（水） ※郵送の場合は当日必着

申し込み方法

市役所各申込窓口へ、「災害公営住宅入居申込書」を提出してください。

申込書は、市役所各申込窓口で配布しています。また、市公式ウェブサイトからもダ

ウンロードできます。

添付書類

住民票（世帯全員が記載されているもの）

所得証明書（入居希望者全員分）

納税証明書（入居希望者全員分）※完納証明書でも可

その他下記の書類

・申し込み資格(1)の方：全壊の方はり災証明書の写し、半壊以上の方はり災証明書

の写し、家屋の解体証明書または解体申出書の写し

・申し込み資格(2)の方：家屋の解体証明書か解体申出書の写し

市役所申込窓口

南相馬市役所 建築住宅課 午前８時30分～午後５時15分（土・日、祝日を除く）

【郵送先・問い合わせ先】

〒975－8686 南相馬市原町区本町二丁目27番地

南相馬市役所 建築住宅課 市営住宅係 0244-24-5253TEL

浜通り×さんじょうライフvol.415 9

浪江町からのお知らせ

国民健康保険の食事療養費等負担減額認定

（限度額・標準負担額減額申請） 8月1日HP更新

現在入院中、またはこれから入院する予定がある方で、住民税非課税世帯の方は「限度

額適用・標準負担額減額認定証」を提示することで、入院時食事療養費および入院時生活

療養費の自己負担額が減額となります。

認定証の交付を希望する方は、下記（次ページ）の方法により申請してください。

減額認定は、申請を受け付けた月の初日までしかさかのぼることができませんので、早

めに申請してください。

また、有効期限は毎年7月31日までとなり、8月1日以降の証を希望する場合には、改

めて限度額の申請をする必要があります。

次ページへ続きます
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区分 食事代(1食につき)

下記以外の人 460円（※1）

住民税非課税世帯
区分オ
または 低所得者2

（過去12カ月の入院日数が）90日を越えない入院 210円

（過去12カ月の入院日数が）90日を超える入院（※2） 160円

低所得者1 100円

区分

食事代（1食につき） 居住費（1日につき）

右記以外の人
入院医療の必
要性が高い人

指定難病患者 右記以外の人 指定難病患者

下記以外の人 460円(※3) 460円(※3) 260円

370円 0円
住民税非課税世帯
（区分オ）
低所得者2

210円 210円(※4) 210円(※4)

低所得者1 130円 100円 100円

入院したときの食事代

※1 指定難病患者は260円です。

※2 90日を超える入院をした場合には、申請をして認定を受ける必要があります。

65歳以上の人が療養病床に入院したときの食事・居住費

※3 一部医療機関では、420円です。

※4 90日を超える入院（過去12カ月の入院日数）の場合は、160円となりますが、

申請をして認定を受ける必要があります。

手続き方法

郵送または浪江町役場本庁舎および各出張所の窓口で、手続きができます。

手続きに必要なもの

1. 限度額適用・標準負担額減額認定申請書（窓口にも備え付けてあります）

2. 印鑑（シャチハタ、スタンプ印は不可）

＊郵送の場合は、所定の場所に押印

3. 被保険者証

＊郵送の場合は、コピー

4. 過去12カ月の入院日数が90日を超える方は、入院期間が分かる書類（領収書や入院

証明書など）

問い合わせ 健康保険課 国保年金係 0240-34-0242TEL
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就任1年を振り返り（町長メッセージ）

ご挨拶に先立ち、避難先でいまだ不自由な生活を強いられている皆さま

に、改めてお見舞い申し上げます。

馬場前町長の後を引き継ぎ、町長という重責を拝命してから一年が過ぎ

ました。これまで大過なく執り行うことができましたのも、町民の皆さまをはじめ、

議会や関係各位のご支援とご協力によるものと深く感謝しております。

この一年、町民の皆さまの生活環境を整えることを最優先に取り組んでま

8月2日HP更新
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いりました。

先日、「イオン浪江店」がオープンし、町内で生鮮食品や日用品などの生活用品を購入するこ

とができるようになりました。今年も「がんばる浪江町！プレミアム付商品券」の販売を行っておりま

すので、ぜひ、町内での買物を楽しんでいただきたいと思います。

また、雇用の創出として、藤橋産業団地に県外から新たに迎えた「静光産業株式会社」様の

工場建設が始まりました。さらに農業分野では、営農支援に向けたカントリーエレベーターの準

備が進んでおり、漁業においても、新たに造成した水産加工団地では「有限会社柴栄水産」様

の建設工事が始まっています。

地場産業の再興無くして町の復興は成り立ちませんので、これからも町としてできる限りの支援

をしていきたいと思っています。

多くの課題を乗り越え、ようやくここまでまいりましたが、引き続きやらなければならないことは山積

みです。

賠償を含めて、避難中の方への支援をしっかりと行っていかなければなりません。また、ふるさと

を取り戻すため、帰還困難区域における除染や生活に必要な環境の整備は、たとえ時間はか

かっても国の責任において確実な実施を求めてまいります。そしてこれからも、町と皆さんとの絆を

維持する取組は継続していきたいと考えています。その他、医療や介護の充実、住宅の整備な

ど、最優先なことばかりです。

私は、これからも全身全霊をかけて復興に取り組む所存ですので、引き続き、ご支援とご協力

を賜りますようお願い申し上げます。

今年も「なみえ夏まつり」が開催されます。

どうぞ皆さん、ご家族や幼なじみの方々と昔話をしにいらしてください。そして、いつか浪江に戻

れるようになったときに帰って来てください。

これからも安心して暮らせる町づくりに全力を尽くしますので、どうか皆さんも町に帰ることを諦めな

いでください。

最後になりますが、皆さまのご健康とご多幸をお祈り申し上げ、ご挨拶とさせていただきます。

浪江町長 吉田 数博
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町長メッセージ（令和元年8月1日）

双葉町からのお知らせ

町民の皆さまへ

暑い日が続いていますが、町民の皆さまにおかれましてはご壮健にてお過ごしでしょうか。

さて、双葉町では６月末より海外向けに町の復興状況や将来像などを英語で配信するインタ

ーネット動画サイトを開設しました。動画投稿サイトユーチューブを利用して配信していますので、

すでに町ホームページやタブレット端末でご覧になっている町民の皆さまもおられるかと思います。

残念ながら海外ではインターネット上に誤解やネガティブな情報が多いことから、町が復興に向

かって進んでいる正確な情報を海外に向け発信し、風評払拭と来年春の避難指示一部先行

解除後の外国人旅行客が見込まれる来夏の東京五輪・パラリンピックを見据え誘客につなげ

たいと考えております。今後はドローンで撮影した最近の町内の様子や町民の皆さまにご協力を

いただいて配信している「ありがとうメッセージ」も英語版で海外向けに配信していく予定です。

７月１日より「健康増進法の一部を改正する法律」が一部施行され、行政機関の庁舎等の敷

地内禁煙が定められました。また、健康的で生き生きとした生活の実現のために平成３０年３月

に双葉町が策定した「健康ふたば２１計画」では、町公共施設内禁煙実施率の向上として敷

地内全面禁煙を目標としています。このため先月からいわき事務所、教育委員会事務所、埼

玉支所、郡山支所、つくば連絡所、南相馬連絡所の敷地内を全面禁煙とさせていただきまし

た。ご理解とご協力をお願いいたします。

７月７日には広野町、楢葉町を会場として双葉郡スポーツ交流大会が開催されました。あい

にくの雨天のため、グラウンドゴルフと野球が中止となり、バレーボール、バスケットボール、剣道

の３種目で熱戦が繰り広げられました。双葉町チームはバレーボール、バスケットボールで優勝

という快挙を成し遂げ、私も声援を送りながら選手の皆さんが大健闘する姿を見させていただきま

した。

ＪＲ常磐線が来年３月の全線運行再開に向けて東京から仙台間で特急列車の運行を再開

させる方針を固めたとの報道がありました。また、これに合わせて整備を進めております双葉駅の

橋上化と東西を結ぶ自由通路も完成いたします。ＪＲ常磐線の運行再開は、双葉町をはじめ、

被災地の復興を牽引する大きな原動力となるものと確信しております。

今年も夏の風物詩である国指定重要無形文化財の相馬野馬追祭が南相馬市雲雀ヶ原祭

場地において開催されました。標葉郷騎馬隊は浪江町で出陣式を行い、小高神社で小高郷

と合流し、雲雀ヶ原祭場地を目指し進軍しました。

暑さの厳しい時節です。熱中症対策など健康管理にはくれぐれもご留意されますようお願いい

たします。

双葉町長 伊澤 史朗

8月1日HP更新
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被災自治体News

双葉町生徒海外派遣事業出発式 7月30日

相馬野馬追祭 7月27日～29日

双葉町生徒海外派遣事業の出発式が双葉町いわき事務所で行われ、7日間のニュージーランド研

修に参加する中学生、高校生、随行の教師等が出席しました。

伊澤町長は出発式に参加した生徒に「ホームステイなど多くの体験を通してニュージーランドの自

然や文化に触れ国際感覚を養い、参加者同士の交流を深めてください。期間中は健康に留意され、事

故のない素晴らしい研修となるように願っています」と激励しました。

国指定の重要無形文化財の相馬野馬追祭が南相馬市雲雀ヶ原祭場地において開催され、標葉郷双葉

町騎馬会からは舘下明夫教育長が副執行委員長代理として出陣、6騎の騎馬武者が雲雀ヶ原祭場地を

目指して進軍しました。

伊澤町長は28日、南相馬市の沿道から武者行列を観覧し、拍手を送りました。

原子力損害賠償紛争審査会町内視察 7月25日

国の原子力損害賠償紛争審査会の鎌田薫会長ほか委員による双葉町内視察が行われ、特定復興再生

拠点区域外の民家や双葉南小学校などを視察しました。

双葉町ふれあい広場では、意見交換会や伊澤町長と佐々木清一町議会議長が原子力損害賠償紛争審

査会の今後の審議に向けた要望書を鎌田会長に手渡しました。
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被災自治体News

双葉町交流会 ふるさとの集い 7月14日

神奈川県横浜市において、NPO法人「かながわ避難者と共にあゆむ会」の共催により東京や神奈

川近隣に避難している町民の方々といわき・まごころ双葉会との交流会「双葉町交流会 ふるさとの

集い」が開催され約40人が参加しました。

伊澤町長は、双葉町の復興状況について説明するとともに、復興計画の具体的な取り組みについて

説明し、参加した皆さんと懇談しました。

浜通り×さんじょうライフvol.41514

かすみがうら市長来庁 7月11日

毎年、職員を派遣していただいている茨城県かすみがうら市の坪井透市長ほか幹部職員5人がい

わき事務所を訪問しました。

伊澤町長と懇談した後、復興公営住宅勿来酒井団地やサポートセンターひだまりを見学、また、双

葉町内に立ち入り、被災の現状

と復興の状況を視察しました。

伊澤町長は坪井市長にこれま

での支援に感謝するとともに今

後とも交流を図っていきたいと

述べました。

双葉町都市計画審議会委員に委嘱状を交付 7月16日

いわき事務所において双葉町都市計画審議会委嘱状交付式が行われ、伊澤町長から10人の委員に

委嘱状が交付されました。

伊澤町長は「本日の審議会は東日本大震災による津波等により、下水処理場である双葉浄化センタ

ーや下水管渠等が甚大な被害を受けたこと、また、復興事業等により下水道の排水区域を見直す必要

が生じたことなどから、都市計

画に基づき定めている双葉都市

計画公共下水道を変更すること

について委員の皆さまにご審議

いただきたい」とあいさつを述

べました。



被災自治体News

双葉郡スポーツ交流大会 7月7日

広野町、楢葉町を会場に双葉郡スポーツ交流大会が開催されました。あいにくの雨天となったため

グラウンドゴルフと野球が中止となり、バレーボール、バスケットボール、剣道の3種目で各町村が

熱戦を繰り広げました。

伊澤町長は大会会長として開会式であいさつを述べ、各試合会場を回って選手の皆さんを激励しま

した。

双葉町チームは、避難先から選手の皆さんが集合しての参加でしたが、バレーボール、バスケット

ボールが優勝と大健闘しました。

双葉町民の避難状況（令和元年7月31日現在）

【都道府県別】(福島県外) 【福島県内市町村別】
都道府県 人 数

北海道 13

青森県 16

岩手県 10

宮城県 245

秋田県 12

山形県 24

茨城県 463

栃木県 158

群馬県 37

埼玉県 808

千葉県 176

東京都 350

神奈川県 168

新潟県 138

富山県 14

石川県 11

都道府県 人 数

福井県 2

山梨県 14

長野県 15

岐阜県 6

静岡県 27

愛知県 4

三重県 1

滋賀県 1

京都府 9

大阪府 6

兵庫県 1

奈良県 1

和歌山県 -

鳥取県 -

島根県 18

岡山県 3

都道府県 人 数

広島県 3

山口県 -

徳島県 -

香川県 -

愛媛県 5

高知県 -

福岡県 8

佐賀県 4

長崎県 5

熊本県 2

大分県 6

宮崎県 1

鹿児島県 13

沖縄県 4

国外 6

合計 2,808

市町村 人 数

福島市 247

会津若松市 45

郡山市 686

いわき市 2,193

白河市 187

須賀川市 65

喜多方市 6

相馬市 57

二本松市 18

田村市 19

南相馬市 268

伊達市 12

本宮市 38

桑折町 5

川俣町 3

大玉村 7

市町村 人 数

鏡石町 10

天栄村 5

下郷町 2

只見町 2

南会津町 1

猪苗代町 1

会津坂下町 11

会津美里町 5

西郷村 30

泉崎村 7

中島村 2

矢吹町 27

棚倉町 13

塙町 8

石川町 1

平田村 3

避難者総数

6,874

(前月 6,879)

(前月 4,075)

(前月 2,804)

市町村 人 数

三春町 17

小野町 1

広野町 39

楢葉町 6

富岡町 4

川内村 5

葛尾村 1

新地町 9

合計 4,066
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被災自治体News

応急仮設住宅の供与期間の延長について

8月5日HP更新

福島県からのお知らせ

問い合わせ 生活拠点課 避難者住宅調整担当 024-521-8306TEL

浜通り×さんじょうライフvol.41516

現在、令和２年３月までとしている避難指示区域等からの避難者に係る応急仮設住宅の

供与期間の延長について、次のとおり決定したのでお知らせします。

大熊町および双葉町から避難されている方

令和３年３月末まで、さらに１年間延長します。

なお、令和３年４月以降の供与については今後判断し、取り扱いについては改めてお知

らせします。

富岡町および浪江町の全域、ならびに葛尾村および飯舘村の帰還困難区域から

避難されている方

平成３０年８月にお知らせしたとおり令和２年３月末で終了します。

なお、公共事業の工期等の関係により供与期間内に住居が確保できない特別の事情があ

る場合、対象者を特定した上で令和３年３月末まで延長します（特定延長）。

※ 県外の借上げ住宅、雇用促進住宅およびUR住宅についても、上記のとおり対応してい

ただくよう、要請しています。

【問い合わせ先】

福島県 被災者のくらし再建相談ダイヤル

０１２０－３０３－０５９
受付時間 午前９時～午後５時 月曜日～金曜日

（祝日・年末年始を除く）



三条市News

８月９日（金）まで
●時 間 午前8時30分～午後5時30分

●場 所 三条市選挙管理委員会事務局

（三条市役所第二庁舎１階101会議室）

問い合わせ 三条市選挙管理委員会事務局 0256-34-5594（直通）TEL

三条市役所三条庁舎

選挙管理委員会
事務局

第二庁舎

8月2日

双葉町

東日本高速道路株式会社

東北支社いわき工事事務所

双葉町およびNEXCO東日本いわき工事事務所は、

令和元年度の完成を目指して、 常磐自動車道の

大熊IC～浪江IC間に、インターチェンジの新設事業を

進めています。

このたび、インターチェンジ名称が「常磐双葉イン

ターチェンジ」に決定しましたのでお知らせします。
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市町村名 電話番号 以下の町は役場機能が移転しています。

南相馬市 0244-22-2111

双葉町:双葉町役場いわき事務所

（いわき市東田町2-19-4）

浪江町 0240-34-2111

双葉町 0246-84-5200

郡山市 024-924-2491

被災自治体 問い合わせ先一覧

市町村名 世帯数 人数

小高区 18 45

原町区 4 7

南相馬市 計 22 52

浪江町 3 11

双葉町 1 3

郡山市 4 9

合 計 30 75

三条市に避難している
世帯数と人数(2019.8.7現在）

発行/三条市総務部政策推進課 三条市旭町二丁目３番１号
Tel 0256-34-5511

交流ルームひばり通信

８月の『ひばり』

日 月 火 水 木 金 土

８ ９ １０

ひばり休み
浜通り配布

ひばり休み

１１ １２ １３ １４ １５ １６ １７

山の日

ひばり休み

振替休日

ひばり休み ひばり休み ひばり休み ひばり休み ひばり休み ひばり休み

１８ １９ ２０ ２１ ２２ ２３ ２４

ひばり休み
ひばり休み
浜通り配布

ひばり休み
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問い合わせ TEL

E-mail
交流ルーム ひばり
（総合福祉センター内）

0256-33-8650

hibari_sanjo_nyh@yahoo.co.jp

[運営時間] 日・水・金 午前10時～午後2時

月 午前10時～正午

交流ルーム「ひばり」夏季休暇は、
８月1０日(土)～１７日(土)です。


